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佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

第１０回 会 議 次 第 
 

日 時：平成２１年１２月２１日（月）１４：００～ 

場 所：レオプラザホテル佐世保（佐世保市三浦町） 
 
 

□ 開 会 

 

□ 会長挨拶 

 

□ 議 事 

  

【報告事項】 

報告第１１号  「協議会委員の変更」について 

 

報告第１２号  「第９回合併協議会以降の経過」について 

 

報告第１３号  「誕生祝金」について 

 

報告第１４号  「交通災害共済事業」について 

 

報告第１５号  「火災共済事業」について 

 

報告第１６号  「合併までに調整・整理することとなっている 

            合併協定項目に関する進捗状況」について 

  

□ その他 

今後の日程など 

 

□ 閉 会 



追加報告 
  

 

 

第１０回 佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

 

平成２１年１２月２１日（月） 

 

 

【報告事項】 

報告第１７号   「下水道普及促進事業」について 

報告第１８号   「上水道料金」について 
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第１０回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

平成２１年１２月２１日（月） 

 

 

１.開会 

【事務局】  皆様、こんにちは。 

 まず、会議に先立ちまして、事務局よりご案内を申し上げます。携帯電話は、電源をお

切りになるかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、定刻前ですが、ただいまより第１０回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会

を開会いたします。 

 まず、本日の会議におきましては、広域委員の伊達木委員、地域代表委員の中村委員が

欠席されておりますが、３０名の委員中２８名の出席をいただいております。会議の開催

に当たりましては、協議会規約第１０条第１項の規定により委員の半数以上の出席が必要

となっておりますが、定足数を超えており、会議が成立しておりますことをご報告いたし

ます。 

 続きまして、本日の会議で使用する資料の確認をいたします。 

 事前に委員の皆様へ送付しておりました、まず「佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会

第１０回会議次第」の資料、こちらですね。１９ページ物の資料でございます。続きまし

て「行財政調書Ａ３判にしたもの」、こちらの資料になります。それから、３点目ですが、

「佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の追加報告資料」ということで、本日お配りして

おりますこちらの資料、以上３点が本日の資料となっております。お持ちでない方は、事

務局で準備しておりますので挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、会長であります朝長佐世保市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

２.会長あいさつ 

【朝長会長】  皆さん、こんにちは。 

 お久しぶりでございます。本日第１０回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会をご案内

いたしましたところ、委員の皆様方には、暮れの押し迫った中、大変お忙しい中にそれぞ

れお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。まずもって御礼を申し上

げる次第でございます。 

 本日の協議会は、本年度２回目ということでございます。６月２９日以来の久しぶりの

開催になります。大変ごぶさたいたしておりますが、皆様におかれましては、お変わりな

くご健勝のことと存じ上げます。 

 前回の開催から今回の協議会の開催までの間、本協議会におきましてもいろいろな動き

があっておりますので、まずこの場でご報告を申し上げさせていただきます。 

 初めに、哀しいお知らせでございます。第３回協議会までご活躍いただきました江迎町

の地域委員であられました新谷様が、本年９月１８日に４７歳という若さでご逝去されま

した。これまでご尽力いただきましたことに感謝申し上げますとともに、改めまして哀悼

の意を表し、謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。 

 次に、両町におかれましては、７月に鹿町町長、１０月に江迎町長と町議会議員の任期
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満了に伴う選挙等の動きがございました。それぞれ現職の宮田町長さん、亀山町長さんが

再選を果たされております。まことにおめでとうございました。引き続きよろしくお願い

申し上げます。 

 また、このことに関連いたしまして、江迎町議会では、議長、副議長、委員の改選も行

われまして、それに伴い、本協議会委員の変更もございますので、後ほど改めてご紹介を

させていただきます。 

 佐世保市におきましても、ハウステンボス問題をはじめ、多くの出来事がございまして、

この場で一つ一つご紹介はできませんが、総じて激動の１年間でございました。 

 いよいよ平成２１年も残りわずかとなり、来年３月３１日の新市のスタートも目前に迫

ってまいりました。年末の慌ただしい中、佐世保市と両町の議員の皆様方、職員の皆様方

におきましても、合併関連の条例、規則等の調整、予算編成作業などそれぞれの立場で、

例年にも増して多忙な日々を送っていらっしゃることと思います。 

 さて、これまでの協議会は、３４にわたる合併協定項目、９０６に及ぶその他の項目の

調整、合意を図ってきたわけですが、本日の協議会は、各専門部会や事務局から協議、報

告済みの制度の変更、また、合併までに調整、整理することといたしておりました項目の

その後の進捗状況などをご報告いたしますので、委員皆様の忌憚のないご意見、ご協議を

賜ることができればと存じております。 

 本日はよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 ありがとうございました。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 これから先の議事につきましては、会長に議長としての進行をお願いいたします。 

 

３.議事 

（１）報告事項 

【朝長会長】  それでは、規約に基づきまして議長を務めさせていただきます。 

 早速でございますが、第１０回会議次第に沿って議事に入りたいと思います。 

 なお、事務局より開会時の資料等の確認の中で、本日の配布資料として説明がありまし

た追加報告の報告第１７号「下水道普及促進事業」について、報告第１８号「上水道料金」

については、報告番号のとおり、順次報告事項の中で進めさせていただくことといたしま

す。 

 

①報告第１１号 

【朝長会長】  まず、報告第１１号「協議会委員の変更」について、事務局から報告・

説明を求めます。事務局お願いいたします。 

【事務局】  お手元の資料「第１０回会議次第」の１ページをお願いいたします。 

 協議第１１号「協議会委員の変更」についてでございますが、そこに掲げておりますよ

うに、また先ほど会長のあいさつでも触れられましたけれども、今回、江迎町議員の皆様

方の委員に変更があっておりますので、それを報告するものでございます。 

 新任といたしましては、林委員様が議長というお立場で、それから議会代表委員という

ことで森委員様、それから同じく議会代表委員ということで上田様が新任ということで変
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更になっております。したがいまして、安富委員様、山下委員様につきましては、退任と

いうことでございます。なお、森委員様、上田委員様につきましては、１０月３０日付で、

副会長でございます亀山江迎町長様より委嘱状を交付していただいておりますので、この

場をかりましてご報告をさせていただきます。 

 それから、次の２ページに一番新しい現在のメンバーでの佐世保市・江迎町・鹿町町合

併協議会の委員名簿をおつけしておりますので、ご参考いただきたいと思います。今日の

変更は江迎町議会議員の委員様の変更ということでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいま事務局からご報告がございましたとおり、江迎町の議会議員代

表委員の森委員、上田委員におかれましては、この第１０回会議からご参加していただい

ておりますので、改めてご報告させていただきます。 

 それでは、森委員からよろしければ自己紹介をお願いいたします。 

【江迎町森委員】  ただいまご紹介いただきました森でございます。 

 今回の改選で、合併協議会委員に推薦いただきました森正毅でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。（拍手） 

【朝長会長】  ありがとうございました。続きまして、上田委員に自己紹介をお願いい

たします。 

【江迎町上田委員】  皆さん、こんにちは。江迎から今度から参加するようになりまし

た合併特別委員長の上田でございます。新参ではございますけれども、いろいろお聞きし

たいこともございますので、ご答弁よろしくお願いいたします。（拍手） 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 

②報告第１２号 

【朝長会長】  それでは、次の報告第１２号「第９回合併協議会以降の経過」について

事務局からの報告・説明を求めます。 

【事務局】  それでは、会議次第の３ページをお開きください。報告第１２号「第９回

合併協議会以降の経過」についてをご説明いたします。 

 その前に、前回の協議会で、今回の協議会の開催予定を９月、１０月にかけてとご説明

しておりましたけれども、合併に向けての事務調整作業、つきましては特に合併関連条例

の整理または予算編成作業との連携等を図りながらの作業となりまして、今回の開催時期

になってしまいました。まことに申しわけございません。 

 それでは、引き続き第９回の協議会後の経過についてご報告をいたします。 

 資料の中ほどでございます。まず、前回、平成２１年６月２９日の合併協議会におきま

しては、平成２０年度の事業報告及び決算、平成２１年度の事業計画及び予算について、

それと合併調印式３月２５日以降の経過についてご説明、ご報告をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 その後、平成２１年６月３０日に総務大臣より合併決定の告示があっております。 

 続きまして、まことに申しわけないんですが、その下に市町合併住民説明会を鹿町で開

催と示しておりますが、この分につきましては、６月２４日水曜日に開催させていただい

ております。この点につきましては、会長のほうから、まちづくり計画、新市の住民サー
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ビスの負担についてなど説明会をさせていただいております。鹿町町文化会館で参加者は

１４９名でございました。 

 同様に、７月１２日でございますけれども、江迎町文化会館で説明会を開催いたしてお

ります。参加者は２１２名でございました。 

 その後、平成２１年９月１８日でございますけれども、事務局からの通信紙「合併協議

会だより」の「合併通信プラス５号」を発刊いたしております。 

 引き続きまして、９月２４日、１１月１３日、１２月７日、１２月１４日ということで、

合併協議会の第１１回から第１４回の幹事会を開催いたしております。そこでは主に、合

併に伴いまして、一部事務組合関係の諸手続等の経過報告等の確認、合併協議以後の佐世

保市の制度の変更などがあったものについての報告確認、それと基金の取扱い、組織機構

など、また合併関連条例議案の報告確認などをさせていただいております。 

 それと、後でご報告があるかと思いますけれども、１４日には水道料金の改正問題、今

回の合併協議会の会議次第のご報告、ご確認をさせていただいているところでございます。

それを受けまして、本日の１２月２１日第１０回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会を

開催させていただいております。 

 その後の経過は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの報告、説明について何かご意見、ご質疑等ございませんでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  特にないようであれば、報告第１２号は経過報告ですので、これで終了

したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 

③報告第１３号～第１５号 

【朝長会長】  続きまして、報告第１３号「誕生祝金」についてから報告第１５号「火

災共済事業」につきましては、専門部会が同じでありますので、一括して市民町民部会か

らの報告、説明を求めます。 

【市民町民部会長】  市民町民部会の佐世保市市民生活部長の浦川でございます。よろ

しくお願いいたします。着座して説明させていただきます。 

 報告第１３号でございます。「誕生祝金」について。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 調整方針としては、佐世保市の制度に合わせるということでございますが、条例の廃止

を行いまして調整後結果が変わりまして、佐世保市に合わせ、誕生祝金業務を廃止すると

いうことになりました。 

 実は、平成２１年３月議会に佐世保市誕生祝金支給条例を廃止する条例の提案をいたし

ましたけれども、継続審査となりまして、明けまして４月１４日に再度議決いただきまし

て、可決に至りました。 

 この条例の廃止の理由でございますが、備考欄に書いてございますとおり、平成４年に
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出生率の低下に歯どめをかけ、次世代育成に資することを目的として条例の制定をいたし

ました。しかしながら、そういう施策というのは、一層力を入れるべき課題ではございま

すし、実は、佐世保市としては、平成２０年に就学前からの一貫した子育て支援、少子化

対策を総合的に推進するために子ども未来部を設置いたしました。子ども未来部にこうい

う施策をまとめて効果的に事業を展開し、加えて経費を選択的に同事業に投資することを

目的として、この条例につきましては廃止ということにいたしたわけでございます。 

 ちなみにこの誕生祝金条例は、県内１３市の中では壱岐市が実施いたしておりますが、

壱岐市では誕生祝金というよりも、若者の定着・定住化を奨励するための条例でございま

す。 

 そういうことで、経過措置期間を今年度いっぱい、平成２２年３月３１日までと定めて

おりまして、江迎町さん、鹿町町さんでの平成２２年３月３１日出生の第３子以降の子供

さんにつきましては、佐世保市の制度適用によりまして、２万円を支給するということに

なります。 

 江迎町さんは、現在、第３子以降１０万円ということで支給をされておりますが、来年

の３月３０日までは当然１０万円でございますが、３月３１日にお生まれの方は２万円と

いうことになります。それと、鹿町町さんにおかれましては、現在制度はございませんけ

れども、来年の３月３１日にお生まれの方は２万円が支給されるということになってまい

ります。 

 次の６ページをお開きいただきたいと思いますが、行財政調書がございます。 

 行財政調書の右側、上のほうの「第１２回合併幹事会へ報告」ということで、幹事会へ

今のようなことを報告させていただいております。ちなみに江迎町さんは、誕生祝金支給

件数といたしましては、中ほどに書いてございますが、平成１８年は１０件、平成１９年

度は１６件、平成２０年度は１０件という状況であられるようでございます。 

 次の７ページをお開きください。 

 ７ページの鹿町町さんのところも一緒です。第１２回合併幹事会へ報告をさせていただ

いております。 

 以上、誕生祝金については、今、行財政調書のところまで説明を申し上げましたけれど

も、あと、誕生祝金制度の廃止についての広報でございますが、江迎町さんにおかれまし

ては、２月号の町報紙に制度廃止についての記事を掲載し、広報する予定であるとお伺い

をいたしております。鹿町町さんは、２月初旬から実施予定の各地区町民説明会資料に掲

載をして広報するということをお聞きいたしております。佐世保市においては、ホームペ

ージに掲載をいたしておりますし、「広報させぼ」で１回掲載いたしておりますけれども、

再度来年の２月号に掲載をする予定でございます。 

 以上、誕生祝金につきましては説明を終わります。 

 次に、９ページでございます。報告第１４号「交通災害共済事業」についてでございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 これも先ほど申し上げましたけれども、誕生祝金と同じでございまして、調整方針とい

たしましては、佐世保市の事業に合わせるということにいたしておりました。しかしなが

ら、今年６月の議会におきまして、廃止条例を出しまして議決をいただきました。それに
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基づきまして、佐世保市に合わせて事業を廃止するということになったわけでございます。 

 備考欄に書いておりますけれども、条例廃止の理由でございます。この制度につきまし

ては、昭和４２年から制度を開始いたしておりまして、ご存じのとおり会員の相互扶助制

度ということで運営をしてまいりましたけれども、発足当時と比べて、自賠責保険あるい

は任意保険その他の民間の類似保険が普及している状況の中にあって、行政が事業運営を

する必要が薄れてきているということ、また、本事業は会費収入によって独立採算制の事

業でやっている中で、加入率が年々減少しておりまして、収支状況が悪化をいたしており

ます。人件費につきましては、一般会計から持ち出しという処置もとっており、単年度収

支では赤字ということでございまして、将来的には基金が底をつく状況になっております。

そのようなことから、現制度の維持は公費負担の公平性から問題があるということで廃止

いたしたものでございます。 

 加入率につきましては、昭和５５年度４４％が最高でございまして、その後ずっと下が

り続けて平成２０年には２０.６％、今年の今現在でございますけれども、２０.０％まで

下がっているという状況でございます。 

 次の１０ページ、行財政調書でございますが、これも先ほど申しましたように、第１２

回合併幹事会へ報告をさせていただいております。共済制度の中身につきましては、共済

会費は江迎町さんが年額５００円で、中途加入も可ということでございますけれども、合

併が来年の３月３１日ということで、３１日に加入すればその１日分ということになりま

すが、本市の条例によりまして加入日の翌日から効力があるということで、実質的には入

っても無駄だということになってまいりまして、事実上、佐世保市の共済保険には加入で

きないということになります。 

 次に１１ページ、江迎町さん、鹿町町さんも同じく長崎県市町村総合事務組合に加入し

ておられます。制度が３月３０日までということになりますが、実際３月３１日まで適用

がございますし、請求期間も２年間ということになっております。 

 次に、広報につきましても、江迎町さんは広報紙２月号で掲載されるということでござ

いますし、税の申告会場でも説明されるとお聞きいたしております。鹿町町さんにおかれ

ましては、広報紙１月号で佐世保市の事業の廃止を掲載するということでございますし、

また、同じく税の申告会場でも説明されるとお聞きいたしております。 

 以上をもちまして「交通災害事業」につきまして説明を終わらせていただきます。 

 次に、報告第１５号の「火災共済事業」についてでございます。 

 １３ページをお開きいただきたいと思います。 

 調整方針としては、佐世保市の制度を適用するということにいたしておりましたけれど

も、これも先ほどの交通災害共済条例と一緒に佐世保市火災共済条例を廃止する条例と一

緒に提出し、議決をいただいております。そういうことで、これも廃止をするということ

で、事業は行わないことになっております。 

 この火災共済事業につきましても、先ほどの交通災害事業と同じでございまして、相互

扶助制度ということで運営をしてまいりました。昭和５７年から制度を開始しておりまし

て、加入率も昭和５８年２８.８％をピークに、今年平成２１年、今現在で１９.１％でご

ざいます。そういうことで、加入率も低下いたしております。先ほどの交通災害共済事業

と同じような理由で、これも廃止をさせていただきました。これも来年度３月３１日に加
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入はできますけれども、翌日からに効力がなりますので、実質的には加入ができないとい

うことになってまいります。 

 火災共済につきましては、両町さんとも実施をされていないという制度でございます。 

 以上で三つの報告を終わらせていただきます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの専門部会からの報告第１３号から報告第１５号までの報告説明について何か

ご意見、ご質疑はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

【江迎町山口委員】  江迎町の山口といいますけれども、出産の誕生祝金のことでお尋

ねですが、来年の３月３０日までに誕生の場合は、江迎町であれば１０万円ということに

なります。翌日３１日に出産すれば、２万円という状況になるということなんですけれど

も、今現在おなかが大きい方というのは、子供ができて１０万円の誕生祝金があるからと

いうことで予定をされている方もいらっしゃるかと思うんですね。だから、せめていろい

ろな分もあったんですが、経過措置というようなことで、３年とは言いませんが、１年か

２年かは猶予をしていただけないだろうかと個人的に思っているんですけれども、いかが

でしょうか。 

【朝長会長】  事務局。 

【市民町民部会長】  経過期間を来年の３月３１日までということにいたしております

ので、それ以上の経過期間は今のところ考えている状況ではございません。 

【朝長会長】  お答えになっていますか。 

【市民町民部会長】  一定の経過期間を設けないと、確かに今委員さんがおっしゃった

ようなこともあるんですが、どこかで区切らないとということでありますので、佐世保市

としては、条例廃止が大体１年前だったので、１年間の経過期間を設けたということでご

ざいます。 

【朝長会長】  佐世保市としては、本来昨年だったんですけれども、１年間の経過で２

２年３月３１日になっているということですから、１年間の経過期間を設けた形にはなっ

ていますが、江迎、鹿町の方にとってみれば、ちょっと違うよねっていう気持ちはよくわ

かりますが、佐世保市の条例に合わせるというような形になっておりますのでご了承いた

だけないかということだと思います。 

 どうぞ。 

【江迎町上田委員】  江迎の上田でございます。 

 誕生祝金の件ですけれども、佐世保市の制度に合わせるということを大体調整方針で決

められています。これは同じ制度があるからその中身については合わせるということだっ

たんだろうと思うんですけれども、特に廃止ということになると、全くないものになって

しまうということであれば、「佐世保市の制度に合わせる」という言葉自体が、そのときの

調整でどのような協議をなされたのかをお聞きしたいと思いますし、当然、なくなるもの

に対して報告義務がランクＢというのは、どういう観点からランクＢになったのかをお聞

かせ願いたいと思います。 

【朝長会長】  事務局お願いします。 

【市民町民部会長】  協議というか、経過期間が来年の３月３１日までということで条
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例の廃止を適用するということでございましたので、今、委員さんがおっしゃられたこと

については、協議はいたしておりません。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  すみません、質問の仕方が悪かったので、もう一度やり直します。 

 協議の内容の中で、佐世保市の条例に合わせる、制度に合わせるということを協議した

ときは、お互いその制度があったんじゃないですか。そのことによって、中身を合わせる

という意味合いでのこの言葉ではないのかということですね。 

 で、当然その制度がなくなる場合は、きちんと合併するサイドにもそのあたりをこうい

う理由でやめたいと思いますというお話があったのか。当然ここにランクＢとありますの

で、若干低い位置に設定されていますけれども、こういう大事な制度がなくなるというも

のに対して、あるものの中身を合わせるということに対してはランクＢでいいかもしれま

せんけれども、当初あったものがなくなることに対してランクＢというのは、どういう位

置づけでなされたのかをお聞きしたいということを質問させていただいておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

【朝長会長】  事務局いいですか。 

【事務局】  後で専門部会のほうで補足をしていただきたいと思いますが、今の件につ

きまして、先に事務局からお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、どういった協議をしてきたのかということでございますが、今、上田委員さんが

ご指摘のように、この合併協議会の中ではＢランクということでございましたので、報告

案件でございました。合併協議会の中で協議をして合意をしていただくという内容につき

ましては３４項目の重要協議項目、これは合併協定項目ということでさせていただいてお

りますが、この分につきましては、御指摘のように、一部町によってあったりなかったり

して、佐世保市はありますという状況でした。そういう中で、佐世保市に合わせるという

ことで、専門部会で協議をいたしまして、幹事会で決定をして、この協議会の場で報告、

承認をいただいたという経過でございます。 

 その後、先ほど専門部会長がご説明申し上げましたように、合併協定調印後に、２１年

度に入りまして、佐世保市の政策として、どのようにやっていくのかということについて

議会にもご提案を申し上げながら決定したことでございまして、そういう中で、今、ご指

摘のように、方針は方針として変わらないんだけれども、その方針の内容が廃止するとい

うことに変わったので、この協議会にきちんと報告をしてご承知を賜るということで、そ

れにつきましては、その後の専門部会あるいは幹事会の中で議論をして、今日報告をして

いるということでございます。 

 なお、ランクＢの位置づけは、先ほど説明したとおりでありますが、この分を今回ラン

クを上げるというようなことについてはしておりませんでした。したがいまして、ランク

Ｂのままということで、整理をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。もし、専門部会から補足があればよろしくお願いしたいと思います。 

【市民町民部会長】  今、事務局のほうから話があったとおりでございます。 

【朝長会長】  どうぞ。上田委員。 

【江迎町上田委員】  すみません、途中までわかったんで、最後の僕の質問で、制度を

やめるときになぜ江迎なり鹿町なりに「こういう議題が上がっていますよ」というような
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お尋ねがもしあったのであれば、私はもうしようがないと思うんですけれども、もしなく

て、同じ制度があるものに対して中身だけを合わせますよと言ったものに対して、ご相談

もなしにその制度を廃止するということは、僕は合併に関してあっちゃいけないことだと

思うんですよね。いくら吸収される側にとっても、やっぱりそれはきちんとご説明、ご報

告は決まる前にいただきたかったというのがあるんですけれども、そのあたりに関しては

いかがでしょうか。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【市民町民部会長】  それぞれ江迎町さん、鹿町町さんと専門部会におきまして協議を

重ねた結果、こういうような結論になっております。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  お答えありがとうございます。また江迎に戻ってからそのあたり

をじっくり話したいと思います。どうもありがとうございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、これぐらいで質疑をとどめまして、次に移りたいと思います。 

 よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それではそのように取り計らいます。 

 

④報告第１６号 

【朝長会長】  次に、報告第１６号「合併までに調整・整理することとなっている合併

協定項目に関する進捗状況」について事務局からの報告・説明を求めます。 

【事務局】  資料の１６ページをお開きいただきたいと思います。 

 報告第１６号「合併までに調整・整理することとなっている合併協定項目に関する進捗

状況」についてでございます。 

 委員の皆さんご承知のとおり、合併協定項目３４項目をそれぞれ協議、合意をしていた

だきまして、合併協定調印にこぎつけたところでございます。この合併協定の項目の中で、

方向性は出しているが、具体的な詰めの分につきまして、その後合併までに調整しますと

あったものについて、その後の経過を報告するものでございます。 

 本来ならば、それぞれの専門部会から報告をいたすべきでございますが、多岐にわたる

内容になっておりますので、事務局で一括して説明することをお許しいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは１７ページでございます。 

 横書きでございますが、まず、右側に書いております１２月１１日現在でこの資料をつ

くりまして、それぞれの委員様方にお送りをさせていただきました。その後、変化もあっ

ておりますので、今現在でご説明をさせていただくということでお許しをいただきたいと

思います。 

 それでは、まず項目の説明について先に補足をさせていただきますが、一番上に「番号」

「合併協定項目」「調整方針」「進捗状況（結果）」ということで書いておりますが、この「番
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号」は合併協定書の３４項目の何番に当たります、という番号でございます。それから、

「合併項目」がその項目内容のどういった内容だったのかということをあらわしておりま

す。それから、「調整方針」はその調整、合意した内容がどういった内容であったのか。そ

れが今どのように進捗をしているのかということで資料をつくっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、番号１１番でありますが、一般職の身分の取扱いについてでございます。こ

の調整方針は、江迎町及び鹿町町の職員は佐世保市の職員として引き継ぐということで、

合意をしております。そして、職員の任免、給与その他の身分の取扱いにつきましては、

佐世保市の職員と均衡を失しないように公正に取り扱うものとしと、その下、下線引きで

ございますが、この文が調整、整理する必要がある事項ということでご理解いただきたい

んですが、その詳細については、１市２町の長が別に協議して定めるということになって

おりました。この「別に協議して定める」が今どのように進捗しているのかということで

ございます。 

 まず、今現在の作業状況でございますが、２町の担当職員の皆様に職員台帳及び給与格

付のための基本データ、帳票のひな形を作成していただきまして、江迎町、鹿町両町にお

きまして、項目の転記作業を実施していただきました。 

 これらの事務作業や、佐世保市は旧４町との合併もいたしておりますので、そのときに

出した条件等をもとにしながら、専門部会におきまして、今後協議を本格的に行っていこ

うという考えでございます。その前掲といたしまして、最近の進捗状況の中にも書いてお

りますが、本年１２月佐世保市議会におきまして、職員の任免、給与その他に係る関係条

例議案を提案いたしまして、１２月１８日で議決をいただいております。今後、早急に専

門部会等の協議をするようにいたしまして、来年２月の頭ぐらいの目標になろうかと思い

ますが、佐世保市長、江迎町長、鹿町町長におきまして協議書の締結を行うということで

進めてまいりたいと思っております。 

 なお、ご参考でありますが、旧４町の場合につきましては、３月初めあるいは中旬ぐら

いに協議書の締結をしてきた経過がございますので、付言させていただきます。 

 続きまして、１５番中の「一部事務組合、広域連合の取扱い」中の（２）鹿町・江迎給

食衛生一部事務組合についてでございます。この調整方針といたしましては、一部事務組

合につきましては、合併の前日をもって解散をして、給食センターによる調理業務は佐世

保市に引き継ぎます。なお、塵芥焼却場の解体は、組合解散までに完了するということに

いたしております。給食センターの関係につきましては、教育部会におきまして事務を進

めておりまして、順調に協議を進めているところでございます。 

 それから、この下線引きの塵芥焼却場の解体についてでございますが、この分につきま

しては、進捗状況の中に掲げておりますとおり、工事着工を本年の２月４日にいたしまし

て、１１月３０日をもって解体撤去が終了しておりますので、その旨ご報告をするもので

ございます。 

 続きまして、「一部事務組合取扱い中」の（３）北松南部清掃一部事務組合（し尿処理施

設）でございますが、この分につきましては、江迎町及び鹿町町分は、引き続き現在の鹿

町町にございます北松南部清掃浄化センターで処理を行うこととし、佐世保市として北松

南部清掃一部事務組合に加入をするという内容でございます。要は、佐世保市としまして
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は、この一部事務組合に入りまして、佐々町と一緒に一定の期間し尿処理を行っていきま

すという合意でございます。これにつきましての協議経過でございますが、そこに掲げて

おりますように、今、私がご説明申し上げました調整方針のとおりの内容で協議調整を進

めてまいってきておるところでございます。 

 最近の状況といたしまして、１１月２４日に一部事務組合の全員協議会が開催されまし

て、最終的な規約内容等の協議がなされまして、その後、県の事前協議を経ました。これ

につきましては通常よりもかなり早いペースで県のほうには事務を進めていただきました。

この場を借りて、厚くお礼申し上げたいと思います。その事前協議を経まして、佐世保市

議会１２月定例会におきまして、一部事務組合の加入の件として提案をさせていただいて

おります。この分につきましては、１２月１８日に議決をいただいております。 

 なお、１２月中に江迎、鹿町町は一部事務組合からの脱退関連議案、佐々町では一部事

務組合の再編議案が町議会の提案されることになると書いておりますが、今、現時点で報

告をいたしますと、この江迎町、鹿町町の脱退関連議案につきましては、江迎町が１２月

１７日に議決、鹿町町は１２月１６日に議決という状況になっております。なお、佐々町

では現在継続審議中ということでございますので、ご了解いただきたいと思います。 

 それから続きまして、「一部事務組合・広域連合の取扱い」中、（４）松浦地区消防組合

についてでございます。 

 この合併協議会の合意内容は、江迎町、鹿町町は、松浦地区消防組合との協議を経た上

で、合併の前日をもって当該組合を脱退し、以後、佐世保市においてその事務を行う。そ

して、下線引きをしておりますけれども、財産及び職員等の取扱いについては、関係団体

で協議を行い、合併までに調整をすることとしますということで、合意を得ておりました。 

 この経過でございますが、消防組合につきましても、合併協議会で合意した調整方針ど

おりで、現在協議、調整が進められてきているところでございます。 

 最近の進捗状況といたしまして、９月に組合解散に伴います事務承継に係る松浦地区消

防組合規約の変更について、松浦市さん、それから江迎町さん、鹿町町さんの９月定例会

に議案の提出がなされまして、議決をいただいておられます。ちなみに松浦市さんが９月

１６日、江迎町さんが９月１０日、鹿町町さんが９月１８日にそれぞれ議決をなさってい

らっしゃいます。 

 それから、１０月６日に組合解散に伴います事務承継に消防組合規約の変更について、

知事の許可が出ております。 

 それから、１１月１０日、組合員の全員協議会におきまして、財産処分等の方針が確認

されたところでございます。なお１２月中に松浦市、江迎町、鹿町町におきまして、消防

組合の解散、解散事務承継、財産処分議案が市町議会に提案されることになると書いてお

りますが、ここは事実上行っておられまして、松浦市におきまして１２月１５日、江迎町

におきまして１２月１７日、鹿町町におきまして１２月１６日にそれぞれ、議決済みでご

ざいます。 

 続きまして、「一部事務組合・広域連合の取扱い」中、（５）佐世保広域圏北部塵芥処理

一部事務組合（ごみ処理施設）でございますが、この分につきましても、先ほどの消防組

合と同様な内容でございまして、江迎町及び鹿町町は、佐世保広域圏北部塵芥処理一部事

務組合との協議を経た上で、合併の前日をもって当該組合を脱退し、以後、佐世保市にお
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いてその事務を行います。財産及び職員等の取扱いにつきましては、関係団体で協議をし

て、合併までに調整をするということでございました。この経過でございますが、合併協

議会に合意した調整方針どおりで協議、調整が進められてきております。 

 最近の状況といたしまして、９月１７日に佐々町の全員協議会におきまして、２町との

合併の後、佐々町の単独運営について、その方向性が確認されたところでございます。そ

れから、１１月９日にこのごみ処理施設一部事務組合の全員協議会におきまして、財産処

分等の内容について合意がなされております。 

 それから、１１月２６日鹿町町におきまして、江迎町は１１月３０日、佐々町は１２月

２日に合併関連の規約変更議案が提案され、議決がなされております。なお、１２月中に

江迎町、鹿町、佐々町において、一部事務組合の解散、財産処分の議案が町議会に提案さ

れることになると書いておりますが、この分につきましても既に議決が終わっておりまし

て、江迎町が１２月１７日、鹿町町が１２月１６日、佐々町が１２月１６日にそれぞれ議

決がなされておるところでございます。 

 次に、項目の２４番「子育て福祉制度の取扱い」中の（１）公立保育所の運営管理につ

いてでございますが、この分につきましては、そこに書いておりますように、鹿町町の公

立保育所は合併時までに民営化（民間移譲）を進めますということで合意をいたしており

ました。この分についてでありますが、平成２１年４月１日に民間移譲済みでございます。 

 それから３３項目、「施設の取扱い」中、（１）最終処分場についてでございます。この

分につきましては、佐世保市に引き継ぎます。なお、江迎町の最終処分場につきましては、

合併前に閉鎖事業に着手しますということでの調整方針でございます。このことにつきま

しては、江迎町におきまして、平成２１年度当初予算にこの最終処分場の閉鎖工事につき

まして、設計委託料が計上されております。そして、平成２１年の７月補正予算に工事費

予算の計上がなされまして、工期を１０月９日から来年３月３１日までということで設定

して、現在工事がなされているという状況でございます。 

 なお、平成２２年３月３１日以降につきましては、当然のことながら、佐世保市に引き

継ぎまして、事業継続、完了させることになります。この完了という意味は、２年間ほど

監視期間を設けて水質調査等をやっていく必要がございますので、それらを含めてのこと

で整理しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして３４項目、「長串山関連事業の取扱い」中、（２）財団法人鹿町町振興公社に

ついてでございます。鹿町町振興公社につきましては、長串山公園の管理運営事業の指定

管理者としての次回指定期間満了時に解散の方向で調整しましょうということで協議が整

っておりました。 

 この経過でございますが、そこに書いておりますように、長串山公園施設に係ります指

定管理協定の期間満了は平成２１年３月３１日でございましたけれども、これに伴いまし

て、鹿町町におかれましては、３月議会で財団法人鹿町町振興公社を１年間だけ引き続き

延長して指定するということで、平成２２年３月３１日まで指定期間を延長するとした議

決を経られております。その後、平成２２年度以降の指定管理者の公募を行われまして、

それによって選定をされ、平成２１年９月議会におきまして、合同会社西海観光企画、こ

の合同会社というのは、平成１８年５月１日施行の会社法によって設けられました会社形

態でございまして、株式会社、合名会社、合資会社等と同じような位置づけの中の合同会
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社という法的なものでございます。この西海観光企画を新たな指定会社として提案が行わ

れまして、議会の議決を得られております。 

 以上によりまして、財団法人鹿町町振興公社につきましては、平成２２年３月３１日を

解散の期日といたしまして、現在解散に向けた清算事務が行われようとしているところで

ございます。 

 以上が合併までに調整、整理する案件でございますが、特に一部事務組合の中でごみ処

理、し尿処理、消防につきましては、江迎、鹿町町長様、あるいは関係職員の皆様方、ま

た組合議会にご参画いただいてまいりました町議会議長の皆様方を含め、関係の皆様方の

大変なご努力によりましてここまでこられたのではなかろうかと思っております。厚くお

礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  はい、ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの報告、説明について何かご意見、ご質疑がございませんでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ないようでございますので、これぐらいで質疑をとどめ、次

に移りたいと思いますがよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 

⑤報告第１７号～１８号 

【朝長会長】  ここで引き続きまして、本日の配付資料「追加報告」に移ります。 

 報告第１７号「下水道普及促進事業」についてと、報告第１８号「上水道料金」につき

ましては、専門部会が同じでございますので、一括して水道部会からの報告、説明を求め

ます。 

【水道部会長】  水道部会長の吉村でございます。 

 お手元の追加報告の報告第１７号「下水道普及促進事業」についてと、報告第１８号「上

水道料金」についての報告２点でございます。 

 お手元の資料の２ページをお開きください。 

 まず、下水道普及促進事業でございます。内容的には、水洗便所改造等の貸し付けに関

してでございます。調整方針としては、佐世保市の制度に合わせるということでございま

す。 

 現在、佐世保市には、水洗便所改造等資金貸付条例がございます。これは、下水道の整

備費そのものを貸し付けて、暫時償還という形の貸付条例でございます。それを廃止いた

しまして、水洗便所改造等資金利子補給に関する要綱を設け、平成２２年の４月から施行

するものでございまして、今期１０月市議会でご承認をいただいたものでございます。新

たに貸付制度から利子補給制度に変換するということでございまして、基本的には、現行

の江迎町の制度と同様な制度でございます。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 

 まず４ページでございますが、今回廃止する理由、それから新たな要綱を施行する日が
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２２年４月１日というようなことで掲げておりまして、５ページが新たに設けます水洗便

所改造等にかかる利子補給制度案でございます。利子補給額は１戸当たり５万円以内、宅

地内排水ポンプを設置する場合は７.５万円になっております。水洗便所改造資金として、

１戸につき６０万円以内となっております。江迎町さんは、共同住宅トイレについては１

５０万円以内ということでございますが、今回新たな要綱案には、１戸につきということ

でございますので、戸数についての部分は入れないということで考えております。 

 借入金の償還方法は６０カ月ということで、今の江迎町さんと同じでございまして、利

子補給は借入金返済終了後の完済証明をもって支給するということでここに書いておりま

すが、今期議会のほうから借りやすい制度にということで、利子補給の前倒しというご意

見、ご要望も出ております。そのようなことから、既に完済された利子については、償還

払いということで今検討いたしておるところでございます。あわせて、金融機関のほかに

社会福祉協議会からの貸し付け、これは連帯保証人がいない場合は年１.５％の利子がある

ということでございますので、その分の利子補給もこの要綱の適用ということで考えてい

ます。 

 次に、資料の７ページをお開きください。 

 「上水道事業の料金」についてでございます。 

 まず、調整方針として佐世保市の制度（負担水準）に合わせるということでございまし

たが、現在の課題・問題点のところで、３行目に、佐世保市の水道料金が総じて安いため

であったが、今回の提案の条例改正案が承認されると、佐世保市の水道料金がその理由に

相違することとなるということで、今回１２月議会でご承認いただきましたので、来年の

４月、現行の江迎、それから鹿町町さんよりも高い佐世保市の料金に合わせるということ

になりますので、ご報告します。なお、当協議会でも早急に住民の皆さんに周知徹底して

いただくということでございます。 

 ８ページをお開きください。 

 ８ページの上段の表でございます。一番左が江迎町さんの現行の水道料金、次が鹿町町

さんの現行の水道料金、３番目が現在の佐世保市の水道料金、そして、次が２２年４月１

日から適用となります新佐世保市の水道料金です。現佐世保市の水道料金より総じて１９.

６８％の格差が出ております。そういうことから、これは新佐世保市の料金と江迎町さん

との料金の差、それから、次が鹿町町さんと新佐世保市の料金の差、これを掲げさせてい

ただいております。 

 １１ページをお開きください。今回の佐世保市の新たな水道料金でございますが、平成

２２年４月１日から平成２６年末までという５年間のスパンの中での料金体系ということ

で掲げております。佐世保市におきましては、現行料金が月１５トン、１５立方メートル

で、これが一番多い佐世保市で使われる階層でございまして、ここの現行料金２,２１５円

が平成２２年度の１９.６８％改定の水については、税抜き２,６４９円でございます。右

側が税込みでございまして、税込みでいきますと４５６円のアップということになるわけ

でございます。 

 先ほどの８ページの上段の資料でございますが、現佐世保市の市民の方と江迎町、鹿町

町さんの住民の方でいきますと、佐世保市の市民のアップ率が高いという状況でございま

す。 
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 ここでひとつ時間をいただいて、今回の水道料金の引き上げに伴います議会との経過に

ついてご説明をさせていただきます。 

 今回、私どもがなぜ水道料金の改定を行ったかと申しますと、前回の水道料金改定が平

成９年５月ということで、約１２年間水道料金改定を行っておりません。ご案内のとおり、

佐世保市の水道施設は旧海軍から引き継いだものが多く、特に昨今はその老朽化が激しい

状況で、漏水の対策を講じてもなかなか漏水が解消されない。それから、水道管等の破裂

等が頻繁に起きている状況で、施設の整備が非常に古い。特に山の田浄水場においては既

に１０２年もたつということで、山の田の能力は３万トンですけれども、現在１万トンの

浄水能力がないなどの中で、非常に施設整備が急がれるということでございます。 

 それからもう一つは、近年の世界同時不況等も含めて、経済環境の低迷によりまして、

総じて水道の使用量、そしてまた市民の皆さんの節水という意識もあって、水道の使用量

が伸びてこない。そういう支出の増、それから収入の減ということから、水道事業が非常

に厳しい状況の中で、私どもの外部委員会に上下水道事業経営検討委員会というのがござ

いまして、ここに私どもの事業運営の改善について諮問をしたところ、３４.６８％の料金

改定が必要であるという答申を受けております。 

 これは皆さん新聞等でご存じだろうと思いますが、しかし、その中でこういう経済情勢

なので、市民の皆さんの負担に配慮すべきという答申もあわせて受けております。そのよ

うなことから、私どもとしては内部努力、経営効率化を行いまして、３４.６８％から５.

３３％の引き下げた２９.３５％で何とか料金改定をお願したいと考えておりましたが、市

民の皆さんの急激な負担アップもということもありまして、市長等の協議の結果、いわゆ

る一般会計から１億円を２年間、計２億円の貸し付けを水道局が受けるということで、平

成２２年、２３年の２年間２７.３５、２４年度初めから以降３年間を２９.３５％という

ことで料金改定をしたいということで、去る９月議会に提案をいたしました。 

 しかしながら、このような経済状況の中で、市民にとっては非常に上げ幅が大きいとい

うこと、それから節水等をされている市民の皆さんの負担ということに求めるのはいかが

なものかということがあって、議会の中で、市長、副市長も含めた全庁的な中での引き上

げ率の圧縮というようなことで、継続審査となった次第でございます。 

 そのことを受けて、市長以下全庁的な協議を行い、まず市長部局から水道局へ繰入金と

して、２億円の５年間で１０億、そして１億円の５年間で５億。この１０億につきまして

は繰出金、それから１億の５年間の５億については貸し付けということで、これを我々は

返済していくわけですが、それとあわせて水道局の経営努力によって、当初の３４.６８％

の答申からいきますと、１５％引き下げの１９.６８％、２９.３５からいきますと９.６

７％の圧縮をしたということで、今回提案をさせていただいています。 

 その中で、議会におかれても、今後さらに水道局として経営努力を続けるということ、

それから国に対する財源の裏づけの要求をすること、それから全庁的に水行政と水道の給

水事業とのバランスも考える必要があるなど要望もついております。今後我々もさらなる

経営努力をしていきながら、市民の皆さんの負担を少しでも軽減したいと考えておるとこ

ろでございます。 

 しかしながら、江迎町、鹿町町の皆様には、当初低いほうに合わせるということになっ

てございましたけれども、結果的にアップでの料金負担についてご理解をいただくようお
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願いしまして、私の報告とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 

【朝長会長】  ただいまの専門部会から報告第１７号、報告第１８号の説明がございま

したが、何かご意見、ご質疑ございませんでしょうか。 

 どうぞ。松田委員。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田と申します。 

 １８号についてお伺いしますが、上水道の料金について、今、説明がございました。私

たちは、合併協議会で、当初、佐世保市に合わせるから安いほうになるねということで、

住民には、水道料金は安くなるよと言っていたやさきに、今度合併したら高くなるという

のは、うそをついたような感じになるんですよね。理由はいろいろ述べられました。これ

は最初からわかっていることです。最初からこの水道事業については、佐世保市は相当内

容的には悪いというのは、私のような素人でもわかる。 

 そうすると、今、説明のように施設の老朽化とか使用量減、収入減とか言っていますけ

れども、最初から追加料金の収入の仕方も悪いし、そういうのを棚に上げて、今ここで議

会で決まったからと言われても、僕はどう言って住民に説明すればいいのかなという気が

いたしております。 

 せめて、もうやるとしたら、合併した後、何カ月か後に「いや、どうにもならないから」

というなら私たちも逃げ道があるけれども、水道料金が安くなるよと言っているのに、合

併する前から高くなっているというのは、どう説明していいのかわからないことと、もう

１点は、その後貸し付けてもらうとか、繰出金を利用するとかいろいろおっしゃっておら

れて１５％になるということでございますが、それでも水道事業の悪化というのはまだま

だ続くんじゃないですか。これできちんとなるのならいいけれども、おそらくならないと

私は思いますが、そこら辺のご説明をお願いします。 

【朝長会長】  水道局長、いいですか。 

【水道部会長】  ご意見は確かに私ども住民の皆様に説明ということからいくと、そう

なんだなということで、私も重々その辺のところは感じております。 

 それで、手法としまして、江迎町さんと鹿町町さんについては、現行の料金のまましば

らく佐世保市に引き継ぐというのも手法としてあるかもしれません。ただ、実は私どもの

水道事業は、このままの経営でいきますと、平成２５年には、いわゆる再建団体になる状

況の非常に経営悪化をいたしております。現行料金で江迎町、鹿町町を受け入れるという

ことは、その分財源が確保できないということでございます。そこも含めて、私どもの置

かれている状況というものを申していただければと思います。 

 それから、今後の収支のことも含めたお話でございます。私どもといたしましては、こ

の１９.６８で何とか運営をこの５年間で正常に戻したいなということで頑張ろうと、今後

の経営努力をしていこうと思っております。当然、この前新聞に再度値上げを検討してい

るという報道もなされたようでございますが、これは新たに私どもが施設整備をする場合

に、減価償却費が平成２７年、２９年に出てまいります。その分を仮に料金に反映させた

場合は７～１０、さらに経営努力等々していくともっとこれより下がりますというのが新

聞に報じられたわけでございます。 

 私どもが今日まで１２年間料金を据え置いてきたと、頑張ったということもある反面、

やはりそのことが一挙に本日の改定につながったという分もございます。私どもといたし
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ては、先ほど申し上げた上下水道事業経営検討委員会の中で、やはり自主的にその現行料

金が適切かどうかを常に検証すべきという意見もいただいております。これも含めて、今

後、さらに５年後については、お願いをしております１９.６８％の料金が値上がりするの

かしないのかについて、常に検証してまいりたいと思いますので、どうかこの厳しい経営

状況についてご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町松田委員】  今、説明されました。それは住民にはよく説明し得ませんが、私

なりに理解はできるんですが、今の状態は相当悪いと思うんですよ。現状をここまで努力

した。したけれどもだめだったからこうしてほしいというのを、大体まず最初に説明して

もらわないと、ただ単純に、どうにかするけどどうにもならないからと。収入減をしたの

はどういう理由か、おそらく滞納も相当あると理解しているんですが、間違っていたら、

すみません、お詫びいたします。その滞納の仕方はどういうふうな方法をとったとか、そ

ういう説明をされて、最低限努力したけれども、どうにもならなかったという説明は一切

なさっていないんですが、そこら辺はどうなっているんですか。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【水道部会長】  その辺については総じてさらっと説明して、申しわけございません。 

 先ほど申し上げましたように、答申は３４.６８％ということで、しかしながら、９月議

会には２９.３５％でお願いしたということは、まずその中に、いわゆる事務事業の見直し、

それから、お話にありました滞納については、平成１９年の５月から民間委託をいたしま

して、今、滞納の総額が総じて減少しつつあります。それから、いろいろな事務事業の見

直し、時間外の削減等々をしまして、この５.３％の改正率の縮減を図ったところです。そ

して、さらに２９.３５を１９.６８にした中で、２億の５年の１０億と貸し付けの５億を

差し引いた残りの佐世保市水道局の経営努力ということで申し上げさせていただきました。 

 ほかにも申し上げますと、職員の特殊業務手当の廃止とか、それから機構改革をいたし

まして、上下水道一体となった職員の削減などなどを行ってきた結果として、まず３４.

６８を２９.３５にし、今回２億の５年間の繰り入れと１億の５年間の貸し付けと残りの分

については佐世保市が見直しをし、率を引き下げたものでございます。 

【朝長会長】  よろしいですか。 

 どうぞ、上田委員。 

【江迎町上田委員】  滞納の総額、それから民間の委託金、その委託したことによって

の回収金の金額をお教えください。 

【朝長会長】  水道部会長よろしいですか。 

【水道部会長】  水道部会長です。過去５年間の滞納額を申し上げますと、平成１６年

度は２億５,９８９万６,０００円あったわけでございます。そして、平成１７年度はこれ

が３億３,１００万。平成１８年度は３億９,５００万ということで、滞納が増えてきてお

ります。そして先ほど申し上げましたように、平成１９年５月に民間委託をいたしまして、

３億９,５００万が３億９,２００万ということで減っております。平成２０年度は先ほど

申し上げた世界同時不況等ございまして、３億９,４００万に増えておりますが、２１年に

は、滞納額が月ごとに約３００万程度ずつ減ってきておりまして、平成２１年度は大体１,
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０００万程度の滞納額の削減になるということで、今、滞納補正について努力をしている

状況でございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  その中で、委託金はお幾らで委託されたもののなかからこれだけ

の減になったのかをお聞かせてください。 

【水道部会長】  委託額につきましては、年度で若干変動がありますが、大体４,０００

万から５,０００万程度でございます。この委託の効果は、職員を削減いたしております。

正規職員２名、それから嘱託職員が、金額的に３,８００万と職員の１,３００万が減少に

なっておりまして、先ほどの委託費と合わせますと、大体４,８００万程度の委託金と職員

の削減が５,０００万ちょっとでございますので、職員の削減と委託料については、職員の

削減の費用が大きいということと、先ほど申し上げましたように、委託の効果が出ている

という状況でございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  もう一度、委託金額と職員の削減とおっしゃいましたけれども、

職員の削減というのは水道局の中からいなくなったのか、それとも滞納者の徴収に充てた

職員がいなくなったのか、それとも水道業務として要らなくなった人間が削減なのか、こ

のことによっても滞納金に対する委託料と合わせることが名目上おかしくなってきますよ

ね。そのあたりのご説明はどうなっていますか。 

【水道部会長】  職員２名については、滞納整理を行う業務がなくなりましたので、水

道局からその２名は経理部に、それから嘱託職員６名もいなくなっております。総じてこ

の分の人件費が軽減されたということでございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  そうしますと、今少しずつ伸びていますといいますけれども、い

つから委託されて、いつからプラスに転じるという計画のもとこのような料金の値上げを

されたのか。先ほど、説明の中にも佐世保市民が急激に上がったら市民感情が云々とおっ

しゃいましたけれども、江迎町民も３月、４月からは佐世保市民になるんですよね。鹿町

町民もそうです。そのときのこの金額の差というのは、当然、考えの中に考慮していただ

かなければならないものじゃなかったんでしょうか。そのあたりの判断についてご説明を

お願いいたします。２点についてですね。 

【水道部会長】  まず、先ほど申し上げましたように、平成１９年５月にこの滞納整理

業務の委託を行っております。平成１９年度は前年度比約３００万程度滞納額が減少いた

しております。しかしながら、平成２０年度、これは別途の情報といいますか、世界同時

不況等があってこれより２００万程度滞納額が増加いたしましたが、現在、平成２１年度

の状況では、４月から今月まで、大体月約２００万から３００万程度の滞納が減少してお

りますので、これが推移いたしますと、２１年度は前年度より１,０００万程度滞納額が減

少するのではないかと思っています。 

 これは、本来、徴収すべき、収入すべき金額でございます。そういうようなことで、私

どもとしては徴収をするということでいたしておりますが、全体的にはあまりにも厳しい

状況の中で、この滞納分をカウントしたとしても、かなり経営状態が厳しいという中で、

今回、これにつきましては、佐世保市民が１９.６８％の負担増でお願いするのと合わせて、



 -19-

江迎町、鹿町町さんには料金を合わせていただくということでお願いしたいというもので

ございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  水道局長さんからのご説明もわかるんですけれども、もともとの

基本料金というものが、現佐世保の水準ぐらいだったら、今おっしゃったのもわかるんで

すよね。でも、このグラフを見てもわかるように、あまりにも差があるものに対して、合

併直後にこれをお願いしますということであれば、当然先ほど松田委員もおっしゃられま

したけれども、説明の義務を果たさないし、委員として江迎町に対して顔向けができない。

この辺に関しては、当然緩和処置をとらないと、やっぱりよろしくないんじゃないかなと

思うわけですよね。 

 当然、安いほうに合わせると言っていたけれども、これだけの努力をしても、なおまだ

あるんだ。今まで料金のことで一生懸命努力したから、これだけ赤字になったとおっしゃ

いましたけれども、僕に言わせれば先見の明がなかったからここまで赤字になったんだと

いうことでありまして、何も頑張っていない。そのツケをいきなり合併後に上げるという

ことは、上げ過ぎだと思うわけですよね。それを了解してくださいというのは、なかなか

きついものがあるんですよね。住民に対して説明もしにくい。そのことについて、佐世保

市当局の水道局としての合併される側に対してのご配慮といいますか、そのあたりのお気

持ちはどんなものかをちょっとお聞きしたいと思いますけれども。 

【朝長会長】  水道局長。 

【水道部会長】  合併の際、総じて安い佐世保市の料金に合わせていただくというお話

をしていた経過からいきますと、大変申しわけないと思っております。先ほど申し上げま

したように、本来であればこの今回の１９.６８％につきましては、水道法では大体３年を

目安に料金について見直しをということで、行動指針、いわゆる制度になっております。

それを１２年間していなかったということ、一方ではやはり施設整備の分には手が届かな

かった、行き届かなかったということも含めれば、今おっしゃったことについて、私も重

くご意見を受け止めております。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、佐世保の置かれている状況につきまして

は、２５年には赤字再建団体になる。合併後佐世保市になっていただいて、仮に今の料金

のままさせていただいたとしても、やはりおくれればおくれるほど赤字再建団体の中での

料金改定というものは、動きがとれない状況になります。 

 私どもとしては早く、遅きに失した感はありますが、早急に江迎町さん、鹿町町さんに

もご理解をいただきながら新しい水道料金体系の中で、今後経営努力してまいりますので、

これについてはご了解をお願いしたいと思います。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  何かご説明をお聞きしていますと、この合併を機に値上げをしよ

うかなというご意見に聞こえてならない。多分江迎は江迎の施設を使って当分の間は水道

業務をやるはずですし、鹿町町さんにしてもそうであろうと思います。当然、佐世保の水

道布設等は交換等がおくれて、かなりの工事業務が上がってきておるとは思いますけれど

も、やはりこの上げ幅というのをもう一度お考えになっていただけないでしょうか。 

 上げるなとは申しませんし、当然我々も市民になるんですから、ある程度の覚悟はして
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おりますけれども、上がり過ぎでは困る。だから、そのあたり、もう一度お考えになって、

練っていただくわけにはいきませんか。ご説明ありましたけれども、やはり自分たちの反

省にも基づいて、もう一度この金額の算定のやり直しというものをお願いできないでしょ

うか。いかがでしょうか。 

【朝長会長】  水道局長。 

【水道部会長】  まず、鹿町町さんは現在特別会計でされております。２０年度で申し

ますと、収入総額が１億９,８８８万７,０００円。うち給水収益が１億１,８００万で、そ

のうち繰入金が６,０００万です。支出総額は収入総額と同じということでございますので、

１億９,８００万のうち６,０００万の繰り入れをもって収支はゼロということでございま

す。 

 江迎町さんは公営企業会計で、私どもと一緒でございます。収入総額が１億３,９００万、

うち給水収益が１億１,２５６万円。そのうち繰入金が１,９７１万４,０００円ということ

で、損益が１,８００万。そのような形で、次に資本的収支につきましては、収支差が４,

８００万の半額ということでございまして、必ずしも鹿町町さん、江迎町さんが現行水道

料金だけでこの特別会計なり公営企業を運営されているわけではございません。そんなこ

とも含めて、今回、このような状況を総じて、佐世保市全体の中で運営させていただくと

いうことで、ぜひご理解を賜ればと思います。 

【江迎町上田委員】  当然、江迎町もそうやってお金を出しておりますけれども、その

金額、今までの生活基準というものもございます。それを考えてみても、この値上げとい

うのはちょっと高過ぎるんじゃないか。そうであれば、佐世保もその基準に合わせてなぜ

やれなかったのか。それは赤字が大きいからですということですから、当然、そのあたり

を踏まえたところでもう一度お考えいただけませんかというお願いを申し上げているわけ

ですよね。 

 だから、僕も上げちゃだめだとか言っているのではないけれども、もう一度お考えいた

だいて、住民に対して説明できるような方策をとっていただかないと、安いほうに合わせ

ると言ったまま、これだけ上がりましたよではなかなか説明しにくいというものがござい

ます。もう一度このあたりの数字というものは考えていただけないか。もう一度、伏して

お願い申し上げます。上げるなとは決して申していませんし、上げちゃだめだとも言って

おりませんので、そのあたりはいかがでしょうか。 

【朝長会長】  水道局長。 

【水道部会長】  基本的に、先ほどお話がございました江迎町さん、鹿町町さんと合併

するから今回改定したわけではございません。佐世保市だけの事業運営の中で１９.６８％

の改正を、先ほど申し上げましたように、一般会計からの繰り出し、そしてまたこのよう

な貸し付けを受けながら経営努力もしということでこの１９.６８％になりました。ここを

このまま江迎町さんと鹿町町さんの分の料金を私どもの佐世保市に来年度４月から組み込

みますと、その分赤字というようなことになります。 

 先ほど申し上げましたように、江迎町さんと鹿町町さんからも繰り入れがあるわけでご

ざいます。そうなりますと、どうしても運営上厳しい。今回、先ほど申し上げましたよう

に、どうしても２９.３５の改定率が必要だということの中で、全庁的な支援体制のもとで

１９.６８％にこぎつけたわけでございますので、江迎町さん、鹿町町さんもこの水道料金
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でご協力を願えればとお願いしているわけでございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  もう一度お聞きします。私は上げるなとは言っていませんし、わ

かりましたよと。でも、江迎と鹿町の上げ率を考えていただけないか。江迎と鹿町、この

現行のままではもう無理だということはわかりましたよ。僕は途中で質問を変えたわけで

すよね。その上げ幅を若干考えていただけませんかと。江迎、鹿町としては上がり過ぎる

から、どうですか、お考えしていただく余地はございますかというご質問をさせていただ

いておるわけですから、そのあたりはきちんと答えてください。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【水道部会長】  結論を言わせていただければ非常に困難でございます。現佐世保市の

料金が１９.６８、江迎町、鹿町町さんについては計算しておりませんが、これよりは少な

いアップ率になろうかと思いますので、そこも含めてご理解いただければと思います。 

【朝長会長】  どうぞ、松田委員。 

【江迎町松田委員】  ちょっと確認をさせてください。私もちょっと江迎町の監査をし

たことがあるんですが、水道事業に一般からの繰り入れが４,０００万と言われました。江

迎町にお聞きしますが、一般会計から４,０００万出しているんですか。私が知っている範

囲ではそういうふうな理解の仕方はしていないんですが。 

【朝長会長】  ４,０００万とは言われなかったでしょう。千九百何万でしょう。１,９

７０万。 

【江迎町松田委員】  すみません。４,０００万と聞こえたものでびっくりしました。す

みません、ありがとうございました。 

【朝長会長】  ほかございませんでしょうか。 

 水道料金につきましては、それぞれご意見、ご質疑をいただきました。料金改定を提案

いたしました佐世保市といたしましても、またあらゆる観点から議論し、結論を出してい

ただきました佐世保市議会とされても、苦渋の決断でございました。これは、佐世保市に

とっても、また、江迎町、鹿町町の住民の皆様にとっても双方に痛みを伴うものでありま

す。今後ともその内容の周知に努めつつ、ご理解を求めていきたいと考えております。 

 委員の皆様におかれましても、ご理解いただけたとまでは言えない面も一部にはあると

思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、特に料金改定につきましてはこのぐらいで質疑をとどめたいと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 以上で予定されました報告事項のすべてを終了いたしましたが、ほかに委員の皆様から

何かございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、それでは予定されておりました報告事項の

すべてを終了いたします。 
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４．その他 

【朝長会長】  それでは、その他の項目に移りたいと思いますが、その他の項目で、今

後の日程など次回協議の開催日について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  まず、事務局より今後の主な事業活動スケジュールについてご説明いたし

ます。 

 今後の活動といたしましては、合併情報の広報周知活動といたしまして、いよいよ最終

号となります合併通信プラス第６号の発行を来年２月下旬に予定いたしております。皆様

方には３月初めにお届けできると思っています。 

 また、江迎町、鹿町町の全世帯に対しまして、合併後の制度や負担等がどう変わるのか

お知らせするために、「合併便利帳 佐世保市ようこそガイドブック」の作成、発行を予定

いたしております。これも３月初旬、遅くても中旬までには全世帯にお届けできるように

作業を進めているところでございます。 

 さらに、合併後の制度負担等がどう変わるのか、例えば合併後の住所表示やごみの出し

方や窓口での手続、またご議論がありましたように住民負担やサービスが変わることなど

具体的な説明をするために、江迎町、鹿町町の各地区に出向いて住民説明会を来年１月下

旬から２月上旬にかけて行う予定にいたしているところでございます。 

 次に、協議会、幹事会の開催以外で主な行事といたしまして、来年３月になりますと、

両町役場では閉町式、３月３１日には江迎行政センター、鹿町行政センターの開所式。さ

らには合併記念式典を、現在、来年４月３日土曜日でございますけれども、開催予定で作

業を進めさせていただいているところでございます。 

 以上、今後の主な事業活動を予定いたしております。 

 次に、次回協議会の開催日程等についてのご説明をさせていただきます。 

 事務局案といたしまして、協議会の２１年度の事業計画としては、４回開催（開催の必

要が生じた場合）といたしておりましたので、今後、緊急案件等特に開催の必要性がなけ

れば、次回開催は２月下旬で、３月で合併関係議案が出揃うとなりますが、この主なもの

につきましては佐世保市・江迎町、鹿町町合併協議会廃止の件を議案として提案させてい

ただく予定にいたしておりますので、その発送後の第１１回協議会をもって採決させてい

ただきたいと考えておるところでございます。 

 次回の日程は現時点ではまだ決めておりませんので、追って連絡させていただくことの

了承をお願いしたいと思っております。 

 今後の活動、日程等については、以上でございます。 

【朝長会長】  ただいま事務局から説明がございましたが、何かございませんでしょう

か。次回日程につきましても、２月下旬ごろということで、まだ最終的には決まっており

ませんが、そのような説明がございました。何かございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、今、事務局から説明があったことで了とさ

せていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 そのほかに事務局から何かございますか。 
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【事務局】  事務局からは特段ございません。 

【朝長会長】  それでは、その他ということで、先ほど上田委員さんからあっておりま

したが、上田委員さん、何かございますか。 

【江迎町上田委員】  お尋ねというか、お願いといいますか、今後１月、２月におきま

しては、演述書、それから担当レベルの引き継ぎ等々あろうかと思いますけれども、当然

合併をしていただくほうとしては、いろいろな考え方、要望等々がその中に入ってこよう

かと思われます。それにつきまして、佐世保市サイドとしては、横綱相撲をしていただけ

るのかどうか、やはりそのあたりが合併の中身としては大きなものとなってくるかと思い

ますので、そのあたりを総務部長様あたりがどのようにお考えかをよければお聞かせ願い

たいなと思います。 

【朝長会長】  どうぞ、総務部会長さん。 

【総務部会長】  ただいまご質問がありました演述書、いわゆる事務引き継ぎの件でご

ざいますけれども、これにつきましては自治法並びに施行規則を根拠として引き継ぎをす

るというようなことで、合併の際も規定されております。 

 引き継ぎを行う期日としましては、２２年３月３１日に引き継ぎを行うとなっておりま

す。ただいまご質問がございましたように、引き継ぎは新市における事務の執行を円滑に

するために行うというふうになっておりますが、新市における事務の執行につきましては、

まずは当協議会におきましてご承認されたまちづくり計画の推進の上からも、執行に当た

っては、必ず事案の状況や経過等を十分考慮して、ご意見等を十分に勘案しながら、新市

において判断されていくと考えております。 

 ですので、今の演述書の件につきましては、我々としては十分尊重しながらいきたいと

考えているところでございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町上田委員】  合併をしていただくほうとしては、住みよい家に住みたいという

気持ちがございますので、今、お答えいただきましてほんとうにうれしく思っております。

どうか、江迎町からも鹿町町からも出るかと思いますけれども、演述書、引き継ぎに関し

ては、横綱相撲をほんとうにしていただきたく思いますので、よろしくお願いしておきま

す。 

【朝長会長】  ほかに何かございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

５.閉会 

【朝長会長】  ないようでございますれば、これで一応閉会にさせていただきたいと思

います。 

 いよいよ来年は合併の年になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ご質問やご意見もないようでございますので、協議会を閉じたいと思います。

本日はどうもお疲れさまでございました。皆様方のご協力に感謝申し上げたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 




